
たばこ対策としてのたばこ税の税率の引上げ（たばこ税・地方たばこ税）

たばこ1本あたり3.5円の税率引上げ（価格上昇は5円程度）
主要なたばこの価格は１箱４００円（現在１箱３００円）

内容

『たばこ税については、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、将来に

向かって、税率を引き上げていく必要があります。その判断にあたっては、たばこの消費

や税収、葉たばこ農家、小売店、製造業者等に及ぼす影響を見極めつつ行っていくことと

します。その過程で、たばこ法制について、現行のたばこ事業法を改廃し、たばこ事業の

あり方について、上記のたばこ関係者の生活や事業の将来像を見据えて、新たな枠組み

の構築を目指すこととします。

上記の方針に沿って、平成２２年度において、１本あたり３．５円の税率引上げ（価格上

昇は５円程度）を行います。』

平成22年度税制改正大綱(抄)



たばこ事業法の概要 

 

１． たばこ事業法の目的（第 1条） 

・製造たばこに係る租税が財政収入において占める地位等に鑑み、 

・国内産の原料用葉たばこの生産・買入れ、製造たばこの製造・販売の事業等に関し所要の調整を

行うことにより、わが国たばこ産業の健全な発展を図り、 

・もって財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資する 

２． 基本的な制度 

(1) たばこの製造関係 

① ＪＴの国産葉たばこの全量買入義務（第 3 条） 

② ＪＴの国産製造たばこの製造独占（第 8 条） 

【関連】ＪＴ株式の政府保有義務（日本たばこ産業株式会社法（ＪＴ法）第 2 条） 

(2) たばこの流通関係 

① 小売販売業の許可制（第 22 条） 

② 小売定価の認可制（第 33 条、第 36 条） 

③ 登録制（輸入販売業(第 11 条)、卸売販売業(第 20 条)） 

(3) 喫煙と健康の関係 

① 注意表示義務（第 39 条） 

② 広告規制（第 40 条） 

たばこ事業法の概要



たばこ対策としてのたばこ税の税率の引上げ（たばこ税・地方たばこ税）

たばこ1本あたり3.5円の税率引上げ（価格上昇は5円程度）
主要なたばこの価格は１箱４００円（現在１箱３００円）

内容

『たばこ税については、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、将来に

向かって、税率を引き上げていく必要があります。その判断にあたっては、たばこの消費

や税収、葉たばこ農家、小売店、製造業者等に及ぼす影響を見極めつつ行っていくことと

します。その過程で、たばこ法制について、現行のたばこ事業法を改廃し、たばこ事業の

あり方について、上記のたばこ関係者の生活や事業の将来像を見据えて、新たな枠組み

の構築を目指すこととします。

上記の方針に沿って、平成２２年度において、１本あたり３．５円の税率引上げ（価格上

昇は５円程度）を行います。』

平成22年度税制改正大綱(抄)





保健所数の推移

Ｈ６ Ｈ９ Ｈ１２ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

総数 847 706 594 576 571 549 535 518 517

都道府県 625 525 460 438 433 411 396 394 389

政令市＋特別区 222 181 134 138 138 138 139 124 128
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出典：厚生労働省健康局総務課地域保健室調べ



保健所職員数の経年変化

Ｈ６ Ｈ９ Ｈ１２ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

総数 34,134 29,948 30,518 29,044 28,719 28,636 27,750 28,309 27,873 

都道府県 19,252 18,688 18,059 17,499 16,731 16,051 16,013 15,266 

政令市・特別区 10,696 11,830 10,985 11,220 11,905 11,699 12,296 12,607 
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出典：地域保健・老人保健事業報告



保健所職員（医師）数の経年変化

Ｈ９ Ｈ１２ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

総数 1,173 1,088 964 930 906 856 844 840

都道府県 742 665 592 573 535 504 495 481

政令市＋特別区 431 423 372 357 371 352 349 359
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出典：地域保健・老人保健事業報告
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保健師の就業状況

１９６５
母子保健法

１９８２
老人保健法
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介護保険法

１９９４
地域保健法、
母子保健法改正

1965 1970 1975 1980 1984 1988 1990 1994 1998 2002 2006

保 健 所 5,926 6,356 7,144 7,649 8,150 8,460 8,749 8,955 7,814 7,662 7,185

市町村 6,050 5,999 6,719 7,750 9,486 11,033 11,673 13,802 18,410 21,631 23,455

病院・診療所 502 474 748 1,057 1,320 1,842 4,706 6,455 7,331 8,847 10,058

事 業 所 952 783 794 852 1,112 1,154 1,254 1,532 1,659 1,909 2,437

介護保険施設・社会福
祉施設等

0 0 0 0 0 0 24 58 596 1,101 908

その他 529 397 560 649 790 1,070 1,201 1,795 2,797 3,076 3,045

総 計 13,959 14,009 15,965 17,957 20,858 23,559 27,607 32,597 38,607 44,226 47,088

（年）

出典：看護関係統計資料集



保健所職員（保健師）数の経年変化

Ｈ９ Ｈ１２ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

総数 7,978 7,926 7,487 7,609 7,602 7,576 7,641 7,737

都道府県 4,836 4,813 4,242 4,178 4,014 3,935 3,889 3,800

政令市＋特別区 3,142 3,113 3,245 3,431 3,588 3,641 3,752 3,937
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出典：地域保健・老人保健事業報告


